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第３章 誘導区域の設定

(1)都市機能誘導区域の検討

①基本的な考え方

・都市計画運用指針の考え方を踏まえ，基本理念に示した「すむ」「はたらく」「たのしむ」，そし

て「つどう」を創出する都市機能を誘導する区域を定めます。

・都市機能誘導区域は，高度利用を促進する商業地域を指定している区域を基準に，上位・関連

計画における位置づけ等も踏まえ，将来にわたり都市機能の集積を図るべき地域を選定します。

②本市における都市機能誘導区域の設定

・本市では，笠岡駅周辺と番町地区に商業地域を指定しており，それらの区域は上位・関連計画

において，以下のように位置づけられています。

【第7次総合計画】

・ＪＲ笠岡駅周辺を都市拠点として，商業施設や居住の活性化を官民連携で推進し，埋立や

公共施設の建設も視野に入れながら集客力の向上による交流人口の増加や中心市街地とし

ての拠点性向上により都市機能強化を図り，定住人口の増加へとつなげるとしています。

【都市計画マスタープラン】

・求心力が高く，賑わいと活気のある本市の中心としてＪＲ笠岡駅周辺と番町地区の２地区

を都市拠点と位置づけ，２つの拠点間の連携を図りつつ，地域内交通の利便性を高め，安

全で秩序ある中心拠点の形成を目指すとしています。

【都市計画区域マスタープラン】

・笠岡駅周辺及び番町地区は，近隣都市との機能分担を図りながら，県西南部の中心として

の都市機能の維持・充実を図るとしています。

・以上の点を踏まえ，笠岡駅周辺及び番町地区周辺に都市機能誘導区域を設定します。

③２地区の役割分担の考え方

笠岡駅周辺と番町地区は近接していることから，それぞれの特性を活かした拠点形成を図ると

ともに，２地区の連携，一体化を促進することで，より効果的な都市拠点の形成を目指します。

ⅰ）笠岡駅周辺地区〈市全体の中心拠点としての役割〉

・ＪＲ笠岡駅周辺を市の中核的な都市拠点として位置づけ，都市基盤の充実と魅力ある都市

景観の形成等により，笠岡市の顔としての商業の活性化，各種サービス施設の集積，居住

者の定住，集客・交流機能の充実を促します。

・ＪＲ笠岡駅を交通結節点として機能強化を図り，市外及び市内各地域からのアクセス性の

向上を図り，誰もが歩ける範囲で各種サービスが提供される機能的な空間形成を図ります。

ⅱ）番町地区〈新しい文化・交流拠点としての役割〉

・番町地区はシビック・文化拠点として位置づけ，各種の公共公益施設の集積を活かすとと

もに，良好な住宅地と生活環境の維持・保全を図り，本市の新しい生活文化の創出をリー

ドする拠点の形成を目指します。
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④区域の設定方針

区域設定に当たり，以下の手順を基本とします。

ⅰ）基準となる区域の設定

・笠岡駅周辺と番町地区について，基準となる区域を設定

ⅱ）除外する区域の検討

・戸建て住宅が集積しているなど，都市機能の集積が低い区域を除外

・災害の危険性が高い区域を除外

なお，誘導区域の境界は街区（道路，河川及び地形地物等で区切られたエリア）を基本

とするため，除外する区域は災害の危険性が高い区域の外縁部を含めた街区とします。た

だし，街区の一部に災害の危険性が高い区域が指定されている場合は，必要性を検討した

上でその一部を除外した区域を誘導区域とすることも可能とします。

ⅲ）基準となる区域と一体的に都市機能の誘導を図る区域を検討

・基準となる区域周辺について，土地利用の状況，既存施設，まちづくりの方針，関連計

画等を踏まえ，都市機能誘導区域を設定

・災害の危険性が高い区域を除外する場合は，ⅱ）と同様とする。

⑤各地区の区域設定

ⅰ）笠岡駅周辺地区（中心拠点）

・本地区の商業地域は，ＪＲ笠岡駅を中心とした国道２号と都市計画道路金崎浜田線の間と

それらに接続する都市計画道路笠岡小平井線，駅前川辺屋線，市役所五番町線沿道等に指

定されており，この区域を基準に都市機能誘導区域を設定します。

手順１）基準となる区域の設定

凡　　　　例

[手順1]基準となる区域を設定

　　

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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・戸建て住宅地に特化し，今後も商業・業務系の施設の立地や高層マンション等の立地が想

定されない西側の住宅地を除外します。

・土砂災害防止法による土砂災害警戒区域は除外します。
※本市の津波防災地域づくり法による津波浸水想定は，番町地区や干拓地等に広く想定されていますが，防潮堤が整備
されており，避難訓練の実施などを含む防災意識の高揚に努めているため，除外する区域の対象から外しました。

手順２）除外する区域の検討

凡　　　　例

基準となる区域

　　

除外する区域

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

低密度な住宅地

外縁部の境界調整
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①ＪＲ笠岡駅南側の近隣商業地域及び準工業地域は，笠岡港との一体性の確保や大規模商業

施設の立地状況等を踏まえ，都市機能誘導区域とします。

②小田県庁跡は，岡山県南西部及び広島県南東部の中心となっていた歴史的経緯を踏まえ，

今後の活用等にも配慮して，都市機能誘導区域とします。

③商業地域に囲まれている市役所西側の近隣商業地域は，商業地域と一体となった土地利用

の形成が考えられるため，都市機能誘導区域とします。

④市役所東側の駐車場等は，一部が公有地で周辺との一体的な利用も想定されるため，都市

機能誘導区域とします。

⑤市民病院周辺エリアは，令和２年の計画作成時において，新病院の建設場所が未定であっ

たため，市民病院周辺エリアを都市機能誘導区域とせず，「関係部局と協議して将来的に位

置づけることも検討します。」としていました。計画作成後の令和５年７月に策定した「笠

岡市新病院基本計画」において，新病院の建設場所が現在の市民病院の場所となったこと

に伴い，再度，笠岡駅周辺の都市機能誘導区域との一体性について検討を行った結果，市

民病院周辺エリアは，ＪＲ笠岡駅や笠岡港に近接しており，公共交通の利用者にはＪＲ笠

岡駅や笠岡港から市民病院へ行く人も多く，笠岡駅周辺の都市機能誘導区域と一体性を持

ったエリアであることから，新たに都市機能誘導区域に追加します。なお，市民病院周辺

エリアの必要性に鑑みて，土砂災害警戒区域が指定されている街区の一部を除外した区域

を都市機能誘導区域とします。

手順３）基準となる商業地域と一体的に都市機能の誘導を図る区域を検討

①

⑤

③
②

④
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設定した都市機能誘導区域（笠岡駅周辺地区）

凡例

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域（追加）

凡例

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域（追加）

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

区域
面積

（ha）

笠岡駅周辺地区 30.9

うち、追加部分 5.4
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ⅱ）番町地区（中心拠点）

・本地区の商業地域は，警察署や文化施設などが集積する約８haの区域が指定されており，

この区域を基準に都市機能誘導区域を設定します。

・戸建て住宅が集積しているなど，都市機能の集積が低い区域を除外

（番町地区に対象エリアはありません）

・土砂災害防止による土砂災害警戒区域は除外します。
※番町地区に広く想定されている津波防災地域づくり法による津波浸水想定は，防潮堤が整備されており，避難訓練の

実施などを含む防災意識の高揚に努めているため，除外する区域の対象から外しました。

手順１）基準となる区域の設定

手順２）除外する区域の検討

凡　　　　例

[手順1]基準となる区域を設定

　　

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

凡　　　　例

基準となる区域

　　

除外する区域

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域
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①商業地域西側のエリアには，官公庁施設や公共公益施設が立地しており，土地利用の一体

性や地形の状況等を踏まえ，都市機能誘導区域とします。

②国道２号沿道は多様な商業施設が立地しており，商業地域と一体的な土地利用の形成が可

能なため，都市機能誘導区域の候補地となりますが，土砂災害警戒区域が指定されている

ため，現段階では都市機能誘導区域外とします。

③笠岡運動公園については，令和２年の計画作成時において，都市機能を誘導する構想がな

く，既存施設との一体的な土地利用も考えづらいことから都市機能誘導区域外としました。

しかし，計画作成後の令和２年度末に「笠岡市公園施設長寿命化計画」を策定したことで

計画的な施設改修を進めるとともに，民間事業者のノウハウを活かした新たなサービス事

業や周辺の文化施設と併せてエリア一体の魅力向上に向けた公園づくりに取り組む可能性

を考慮して都市機能誘導区域に追加します。

④笠岡運動公園西側のエリアについては，周辺施設との一体性に劣ることや，用途地域の指

定が住居系（第１種住居地域）のため都市機能誘導区域外とします。しかし，長期的には

都市機能や居住の誘導を図ることも考えられることから，将来的に誘導区域に位置づける

ことも検討します。

手順３）基準となる商業地域と一体的に都市機能の誘導を図る区域を検討

②

①

④

③
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設定した都市機能誘導区域（番町地区）

凡例

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域（追加）

凡例

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域（追加）

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

区域
面積

（ha）

番町地区 31.9

うち、追加部分 9.0
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(2)居住誘導区域の検討

①基本的な考え方

・都市計画運用指針の考え方を踏まえ，居住誘導区域は，人口減少の中にあっても一定のエリア

において人口密度を維持することにより，生活サービスやコミュニティが持続的に確保される

よう居住誘導区域を定めます。

②区域の設定方針

区域設定に当たり，以下の手順を基本とします。

ⅰ）基準となる区域の設定

・笠岡駅周辺と番町地区について，基準となる区域を設定

ⅱ）除外する区域の検討

・災害の危険性が高い区域を除外

なお，誘導区域の境界は街区（道路，河川及び地形地物等で区切られたエリア）を基本

とするため，除外する区域は災害の危険性が高い区域の外縁部を含めた街区とします。た

だし，街区の一部に災害の危険性が高い区域が指定されている場合は，必要性を検討した

上でその一部を除外した区域を誘導区域とすることも可能とします。

・区域外縁部の低密度な土地利用区域を除外

・工業の振興を図る区域を除外

ⅲ）基準となる区域と一体的に居住の誘導を図る区域を検討

・基準となる区域との一体性，市街化の動向，災害の危険性等を踏まえて，居住誘導区域

を設定

・災害の危険性が高い区域を除外する場合は，ⅱ）と同様とする。
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③区域設定

本市は，地形的な制約等から，主に都市機能誘導区域（都市拠点）を中心として市街地が

形成され，人口も集中しています。

こうした状況から，都市機能誘導区域（都市拠点）を中心として，人口密度の高い人口集

中地区（ＤＩＤ）※を基本に居住誘導区域を設定します。

令和２年の計画作成時に用いた平成27年と令和２年の人口集中地区を比較すると，笠岡駅

周辺の中心部が地区外となっています。なお，番町を中心とする区域では，人口集中地区は

軽微な変化にとどまっています。

これらの現状を踏まえつつ，以下の視点のもと，基準となる区域を設定します。

【笠岡駅周辺地区】

笠岡駅周辺は人口集中地区から外れましたが，笠岡駅周辺は，利便性が高く積極的に居

住を誘導すべき地域であることから，令和２年の計画作成時の基準区域を継承します。

【番町地区周辺地区】

番町地区周辺の人口集中地区は平成27年とほぼ同じであるため，令和２年の計画作成時

の基準区域を継承します。

※人口集中地区（ＤＩＤ）：国勢調査の調査区等を基礎単位として，1)原則として人口密度が4,000人/ｋm2

以上の区域が互いに隣接し，2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域

手順１）基準となる区域を設定

R2 人口集中地区

（基準となる区域）

用途地域
都市計画区域

平成27年DID

市役所

凡　例

H27 人口集中地区
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災害に対する情報提供や安全な地域への居住誘導のため，以下の区域を除外します。ただ

し，対策の実施や防災訓練の実施等により，居住が適当と認められる区域は除外対象外とし

ます。

・土砂災害特別警戒区域（急傾斜地，土石流，地すべり）

・土砂災害警戒区域（急傾斜地，土石流，地すべり）

・津波浸水深３m以上の範囲（地形地物等で境界を設定）

・洪水浸水深３m以上の範囲（地形地物等で境界を設定）

※本市の津波浸水想定は，番町地区や干拓地等に広く想定されていますが，防潮堤が整備されており，避難訓練の実

施などを含む防災意識の高揚に努めているため，居住誘導区域に含めない範囲の対象から除外しました。

基準となる区域の外周部分に位置する公共施設（学校や庁舎等），供給処理施設等の低密度

な土地利用の区域で今後も住宅への転用が想定されない区域を除外します。ただし，外縁部

にある施設であっても居住を促進することが想定される施設については，都市施設等の整備

計画等を踏まえ居住誘導区域に含めることを検討します。

長期的に居住が見込まれない工業系の土地利用の区域を除外します。

・工業の利便の増進を図る用途地域である「工業専用地域」

・主に工業の利便の増進を図る用途地域である「工業地域」

・主に環境悪化の恐れのない工業の利便の増進を図る用途地域である「準工業地域」のう

ち，住居系の土地利用集積が低い地区

・一団の工場地を形成している区域

手順２）①災害の危険性の高い区域を除外

手順２）②区域外縁部の低密度な土地利用区域を除外

手順２）③工業の振興を図る区域を除外

基準となる区域から除外する区域

［手順２）①～③の区域］

凡　　　　例

人口集中地区（基準となる区域）

[手順２）①]災害の危険性の高い区域を除外

[手順２）②]区域内の外周部の低密度な土地利用区域を除外

[手順２）③]工業の振興を図る区域を除外
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基準となる区域との一体性や市街化の動向等を踏まえて，居住誘導区域を検討しました。

手順３）基準となる区域と一体的に居住の誘導を図る区域を検討

追加・除外理由

①美の浜と北側の市街地を結ぶ人口集中地区外の区域を追加する。

②西側の一体的な開発による整然とした市街地に比べ，道路幅員が狭いなど都市基盤の

弱い道路東側の既存市街地を除外する。

③西側の市街地から，河川・水路で分断されている区域を除外する。

④北側の市街地と一体となっていない区域を除外する。

居住誘導区域

①美の浜と北側の市街地を
結ぶ区域を追加（ＤＩＤ外）

②道路東側の既存
市街地を除外 ④北側の市街地と一体と

なっていない区域を除外

③河川・水路で分断さ
れている区域を除外

凡　　　　例

居住誘導区域

人口集中地区（基準となる区域）

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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設定した居住誘導区域

凡例

居住誘導区域

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

区域 面積（ha）

居住誘導区域 194.4
居住誘導区域

凡例

居住誘導区域
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(3)公共交通軸の検討

・笠岡市都市・地域総合交通戦略で示された将来の交通体系を本計画における公共交通軸としま

す。

図 将来交通体系の概念図

●将来の交通体系の基本的な考え方

【笠岡市内の移動】

・周辺市町と都市拠点の間は路線バスを運行するとともに，都市拠点や地域拠点の周辺ではタクシ

ー等により，居住地から拠点までの移動手段を確保する。

・島しょ部への航路を保持し，島内での観光や地域への移動は新モビリティ等の導入を検討する。

・ＪＲ笠岡駅周辺は，自動車交通を抑制し，徒歩や自転車，新モビリティ等で周遊しやすくする。

また，自動車交通と公共交通の接続を向上する。

【周辺市町への（からの）移動】

・周辺市町は，鉄道や広域交通網で中心市街地と連携する。広域交通網（高規格道路や一般国道）

を利用する自動車は，交通拠点を通じて中心市街地へアクセスする。

・周辺市町ヘは，路線バスやタクシー，自家用車で連携する。
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(4)土地利用規制との整合性の検証

・本市の都市機能誘導区域は，高度利用を促進する商業系用途地域を基本に設定しています。な

お，一部，準工業地域となっている地域については，建物の高層化等高度利用等を促進するた

め，商業系用途地域への見直しや地区計画指定の検討を行うとともに，容積率等の見直しを検

討します。

・居住誘導区域は，住居系及び商業系用途地域を基本に設定しています。一部，準工業地域に居

住誘導区域を設定していますが，土地利用の現状をみると周辺の住宅地と一体となった地域で

あり，居住誘導区域に設定しても問題のない地区となっています。

都市機能誘導区域，居住誘導区域と用途地域指定の状況図


